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自動車検査独立行政法人 事業報告書 

 

１ 自動車検査独立行政法人の現況 

 

（1）業務の範囲 

 

   Ⅰ 自動車検査独立行政法人の設置目的（自動車検査独立行政法人法第３条） 

自動車（道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条第２項に規定する

自動車をいう。以下同じ。）の検査に関する事務のうち、自動車が同法第４６条に

規定する保安基準（以下「保安基準」という。）に適合するかどうかの審査を行う

ことにより、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止その他の環境の

保全を図ることを目的とする。 

 

   Ⅱ 自動車検査独立行政法人の業務の範囲（自動車検査独立行政法人第１１条） 

○ 自動車が保安基準に適合するかどうかの審査（道路運送車両法第７５条の４第１

項に基づくものを除く。）を行うこと。 

○ 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 

（2）自動車検査独立行政法人の所在地（本部） 

 東京都新宿区本塩町８－２ 住友生命四谷ビル 

 

（3）資本金の状況 

 １２，０３０，９７６千円 

 

（4）役員の状況 

 

   Ⅰ 定数 

      理事長１人、理事４人、監事２人（自動車検査独立行政法人法第７条） 

 

   Ⅱ 氏名、役職、任期及び経歴 

氏    名  役 職  任期 前 職（非常勤監事については現職） 

橋 口 寛 信  理事長  ２年 川崎重工業(株)常務取締役技術本部長 

豊 島    達  理事  ２年 (社)航空貨物運送協会理事長 

  宮 嵜 拓 郎  理事  ２年 国土交通省自動車交通局技術安全部長 

  烏 谷 隆 久  理事  ２年 国土交通省新潟運輸局次長 

  青 木 勇 平  監事  ２年 軽自動車検査協会技術部長 

  吉 原 敏 雄  監事（非常勤） ２年 吉原敏雄公認会計士事務所 



（5）職員の状況 

平成１４年度期末  平成１４年度期首 

８７６人   ８７６人 

 

（6）組織図 
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（7）設立の根拠となる法律 

     自動車検査独立行政法人法（平成１１年法律第２１８号） 

 

（8）主務大臣 

     国土交通大臣 

 

（9）沿革 

平成１１年１２月 「自動車検査独立行政法人法」の成立 

平成１３年 ９月 「自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経

過措置に関する政令」及び「自動車検査独立行政法人法の一

部の施行期日を定める政令」の成立 

平成１４年 ７月 自動車検査独立行政法人の設立 

 

 

２ 自動車検査独立行政法人の事業に関する事項 

 

（1）事業の実施状況 

 

Ⅰ 業務運営の効率化に関する事項として、以下の事業を実施した。 

 



ⅰ 審査業務を実施する各事務所において、スタッフ制を導入することとし、所長のも

と自動車検査官を専門スタッフとして配置した。また各事務所の検査要員については、

審査業務量を客観的に評価する指標の検討を進めるとともに、審査業務が多忙を極め

ている神奈川事務所へ検査要員を１名配置換した。 

ⅱ 職員の業務への取り組み意欲の向上を図るため、業務改善の提案等職務上顕著な貢

献を行った職員に対し表彰が行えるよう自動車検査独立行政法人表彰規程を平成１

４年１０月に新たに策定した。 

ⅲ 経理事務をはじめとした管理・間接業務については、本部への一元化を積極的に進

め、併せて電子決済システムの導入を行うことで、業務の効率化・ペーパーレス化を

推進した。 

 

Ⅱ サービスの向上と確実な審査実施に向けて、以下の事業を実施した。 

ⅰ 厳正かつ公正・中立な審査業務の実施を徹底するため、事務所と警察署との連携強

化、情報収集・提供体制の強化等の対策を実施するとともに、防犯カメラの設置（９

５３基）、警報装置等の設置、警備員の配置（１４箇所に１５名）等防犯体制を強化

した。また、各事務所の実態等を踏まえ不当要求防止対策の強化を図るため、法人本

部又は検査部による内部調査指導を実施した。 

ⅱ 審査業務に関する理解の向上を図るため、７月にホームページを開設するとともに、

１２月にパンフレットの作成を行った。また、利用しやすい審査施設のあり方を調査

するため、審査施設内での事故発生状況の把握を行った。 

ⅲ 適正かつ確実に業務を実施するため、中央実習センターにおいて、研修内容の改善

を図るとともに、１０種類１６コース（前年同期間７種類１０コース）の研修を実施

し、職員の審査技術の向上に取り組んだ。 

ⅳ 基準に不適合な自動車や不正に改造した自動車を排除していくために、全国８１事

務所に街頭検査用車両を配備するとともに、国土交通省の要請に応じ、４３，１１９

台の車両の検査を実施した。また、「初日の出暴走」の不正改造車に対する特別街頭

検査を実施するため平成１４年１２月３１日～平成１５年１月１日の２日間合計６

０人の検査官が街頭検査を実施し１３７台の車両を検査した。 

ⅴ 不正改造車排除運動（７月）、点検整備推進運動（１０月）及びディーゼルスモーク

クリーンキャンペーン（７月及び１０月）等に参画し、自動車の安全確保、環境の保

全に対し積極的に支援・協力を行った。 

ⅵ 審査業務を確実に実施するため、全国の検査コースのうち１３コースの審査機器の

更新を実施した。また、「新たな排出ガス検査手法検討会」に参画し、簡易シャシダ

イナモを用いた新しい排出ガス検査の導入について、国土交通省と協力して検討を進

めた。 

ⅶ 国際的視野に立った業務を行うため、ＣＩＴＡ（国際自動車検査委員会）への加盟

手続きを行い、諸外国との情報交換を可能とした。 

 



ⅷ 海外技術支援として、ＪＩＣＡプロジェクトによる研修生を４件（合計２６人）受

け入れ、研修を行った。 

 

（2）借入金等の額及び借入先(過年度分を含む。) 

   Ⅰ 長期借入金 該当無し 

 Ⅱ 短期借入金 該当無し 

 

（3）補助金等の名称及び額 

    １４年度予算額  １４年度執行額 

 施設整備費補助金   ７５３，８８３千円  ４５７，４６５千円 

 

３．検査法人の子会社及び関連会社に関する事項 

    該当無し 

 

４．検査法人の関連公益法人に関する事項 

    該当無し 

 

５．検査法人が対処すべき課題 

    中期計画及び年度計画の着実な実施 

 




